
倉敷市一般廃棄物対策課

令和４年１０月１３日

事業ごみ手数料の改定について
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別紙１



倉敷市廃棄物減量等推進審議会からの
答申書

＜令和３年１２月１４日答申＞

①近隣市町村とのバランスを
考慮した金額設定

②段階的な改定とし、改定時
期を予め示しておくこと

③近隣市町村とのバランスや
経済情勢を考慮した適切な
時期に
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手数料改正の内容

ごみ処理原価の上昇及び近隣市町村とのバ
ランスを考慮し、処理手数料を運営費相当額
の料金水準へ段階的に引き上げる。

現行 １３６円／10kg

令和５年４月１日 １５３円／10kg

令和７年４月１日 １７０円／10kg
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処理手数料について
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１ 事業者責任
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動

に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正
に処理しなければならない。」と規定されている。

２ 一般廃棄物処理有料化の手引き
国が定める「一般廃棄物処理有料化の手引き」

では、事業活動から排出される一般廃棄物処理手
数料の料金水準を設定する際は、次の点を考慮す
るよう示されている。
①原価相当の料金徴収が望ましいこと
②近隣市町村の料金水準を考慮すること
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ごみ処理原価と近隣市町村の状況

〇ごみ処理原価（216円／10kg） 〇近隣市町村の手数料
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周知について

１ 倉敷市ホームページへ手数料改定内容を
記載したチラシを掲載

2 広報くらしきへの記事掲載
① 令和４年１０月号
② 令和５年 ３月号（予定）

3 許可業者・定例搬入業者へ文書で通知

４ 清掃工場・環境センターでの手数料改定内容の
掲示、各搬入者へ個別にビラ配り

チラシ


